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期末手当支給割合

大学卒

短大卒

高校卒

167,200

145,500

136,000 145,500

295,100 374,600 389,600 40歳 315,400

244,200 該当者なし 該当者なし 47歳 370,800

225,200 281,400 327,000 46歳 362,800

180,700

161,700

職員数（B）227人　　　1人当たりの給与費（ A / B ） 6,654千円

■人件費の状況（平成15年度一般会計決算）

■初任給と平均給料月額・平均年齢（平成16年4月1日現在）

■特別職の報酬等の状況（平成16年4月1日現在・月額） 単位：千円

●人件費には、職員に
支払う給与の他、共
済費、退職手当、特
別職・町議会議員・
各種委員の報酬等が
含まれています。

●人件費率の推移
11年度　21.1％
12年度　20.4％
13年度　19.3％　
14年度　18.4％

●当初予算の職員数と
給与費で、退職手当と
特別職の報酬等は含み
ません。
●１人当り給与の推移

12年度　7,479千円
13年度　7,257千円
14年度　7,258千円
15年度　7,045千円

●初任給、2年経過日給料
額は国家公務員と同額
です。

●（ ）内は昨年4月1日
現在の状況です。

給　　与

8

こうなっています、町職員の給与。

・人件費率（ B / A ） 17.1％

■職員給与費の状況（平成16年度予算）

町職員の給与は、その職務に応じた給料と扶養手当や通勤手
当等の諸手当からなっており、国や他の地方公共団体との均
衡を考慮した上で、町議会の議決を経て決められた条例に基
づき支給されています。平成1 5年度の決算状況と1 6年度の給
与・職員数等についてお知らせします。なお、職員の給与水
準を表す、国家公務員を1 0 0とした指数（ラスパイレス指数）
は、平成15年4月1日現在99.7となっています。

（企画総務課職員厚生係）

歳出総額（A） 8 8億9 , 5 8 6万8千円

一般職給与費（A） 1 5 億1 , 0 5 3万9千円



手当の名称

扶養手当

住居手当

通勤手当

特殊勤務

手 　 当

期末手当

勤勉手当

退職手当

時間外勤務
手　　　当

内　　　　容
①配偶者　　　　 13,500円
②配偶者以外の扶養親族

2人まで　　1人　　　6,000円
3人目から　1人　　　5,000円

③15歳から22歳までの子に対する
加算額　　 １人　　 5,000円

危険、不快、不健康等の特殊業務に
従事する職員に支給（例：エックス
線手当、夜間看護業務手当等）

期末手当　　勤勉手当
6月期　 1.40月分　 0.7月分
12月期　 1.60月分　 0.7月分

計　 3.00月分　 1.4月分
・職制上の段階、職務上の級等による

加算措置があります。

正規の勤務時間を超えて勤務するこ
とを命じられた職員に支給

自己都合 定年・勧奨
20年勤続 21.00月分　　28.0875月分
25年勤続 33.75月分　　43.335月分
35年勤続 47.50月分　　60.99 月分
限度額　 60.00月分　　60.99 月分

①家賃の額が1 2,0 0 0円を超える借
家等の場合、家賃の額に応じて
27,000円を限度に支給
②持ち家の場合　　　　10,000円

通勤距離２km以上に限る
①交通機関を利用する場合

運賃の額5 5,0 0 0円までは全額支
給、超える場合は5 5,0 0 0円を限
度に支給

②自動車等を利用する場合
距離に応じて2 , 0 0 0円から2 4 , 5 0 0
円を限度に支給

手当の名称 内　　　　容

■ 職員手当の状況（平成16年4月1日現在）

■一般職の役職別職員数
（平成16年9月1日現在 223人）

●（ ）内は昨年の9月1
日 現 在 の 職 員 数

（229人）です。

●条例による町職員の
定数は2 7 2人ですが、
平成1 6年4月1日現在
の職員数は 2 2 7人と
なっています。
臨時職員、非常勤職
員は除いています。

●（ ）内は昨年の4月1
日 現 在 の 職 員 数

（2 3 0人）との比較増
減です。

●第3次行政改革（H 1 3
～1 7）期間中の目標
数値は2 3 8人でした
ので、平成1 5年度ま
で に 達成 して いま
す。

職 員 数
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■職員数の推移

●職員数削減の目標（平成16～20年度）

272人→191人
＊斜里町行財政の構造的改革期間中の目標数値
です。条例による職員定数の3 0％程度削減を目
指しています。

■部門別職員数の状況

（平成16年4月1日現在 227人）


